
　議案第 10 号

令和４年度

目黒区一般会計補正予算

第　５　号



予　算　総　則

　

　　令和４年度目黒区の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,659,032千円を追加し、歳入歳出予算の

　　総額を歳入歳出それぞれ133,561,985千円とする。

　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

　　算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

　（債務負担行為の補正）

　（特別区債の補正）

　目黒区長　　青　木　　英　二  

令和４年度目黒区一般会計補正予算（第５号）

　　令和5年2月16日提出

　第２条　地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができ

　　る経費は、「第２表繰越明許費」による。

　第３条　債務負担行為の変更及び廃止は、「第３表債務負担行為補正」による。

　第４条　特別区債の変更は、「第４表特別区債補正」による。



歳　入

第１表 歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 特別区税 　  45,898,618 　   2,691,000 　  48,589,618

1 特別区民税 　  44,076,000 　   2,750,000 　  46,826,000

3 特別区たばこ税 　   1,737,001       △59,000 　   1,678,001

2 地方譲与税 　     384,121 　      10,439 　     394,560

1 自動車重量譲与税 　     264,200 　       5,100 　     269,300

2 地方揮発油譲与税 　      90,000 　       4,100 　      94,100

3 森林環境譲与税 　      29,921 　       1,239 　      31,160

3 利子割交付金 　     117,300 　      48,000 　     165,300

1 利子割交付金 　     117,300 　      48,000 　     165,300

4 配当割交付金 　     803,500 　     176,400 　     979,900

1 配当割交付金 　     803,500 　     176,400 　     979,900

5 株式等譲渡所得割交付

金

　     915,100 　      25,200 　     940,300

1 株式等譲渡所得割交付 　     915,100 　      25,200 　     940,300

金

6 地方消費税交付金 　   6,302,600 　     471,000 　   6,773,600

1 地方消費税交付金 　   6,302,600 　     471,000 　   6,773,600

7 環境性能割交付金 　      97,200 　       4,500 　     101,700

1 環境性能割交付金 　      97,200 　       4,500 　     101,700

9 特別区交付金 　  16,400,000 　   1,760,416 　  18,160,416

千円 千円 千円



款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 特別区財政調整交付金 　  16,400,000 　   1,760,416 　  18,160,416

11 分担金及び負担金 　   1,679,919      △112,152 　   1,567,767

1 負担金 　   1,679,919      △112,152 　   1,567,767

12 使用料及び手数料 　   2,392,766       △43,673 　   2,349,093

1 使用料 　   1,910,214       △43,836 　   1,866,378

2 手数料 　     482,552 　         163 　     482,715

13 国庫支出金 　  26,015,212    △1,401,506 　  24,613,706

1 国庫負担金 　  16,041,215      △683,101 　  15,358,114

2 国庫補助金 　   9,966,925      △718,666 　   9,248,259

3 国委託金 　       7,072 　         261 　       7,333

14 都支出金 　  13,433,997 　     343,827 　  13,777,824

1 都負担金 　   4,687,080      △338,743 　   4,348,337

2 都補助金 　   7,345,271 　     668,145 　   8,013,416

3 都委託金 　   1,401,646 　      14,425 　   1,416,071

15 財産収入 　     153,509 　      24,031 　     177,540

1 財産運用収入 　     149,441 　      24,031 　     173,472

16 寄附金 　      20,430 　     260,945 　     281,375

1 寄附金 　      20,430 　     260,945 　     281,375

17 繰入金 　   4,451,596    △1,549,894 　   2,901,702

千円 千円 千円



款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 基金繰入金 　   4,296,200    △1,549,894 　   2,746,306

19 諸収入 　   1,683,703 　      61,499 　   1,745,202

1 延滞金，加算金及び過 　      70,001 　       9,370 　      79,371

料

2 特別区預金利子 　         348           △79 　         269

4 受託事業収入 　     282,936 　      21,182 　     304,118

5 収益事業収入 　     500,000 　           0 　     500,000

6 雑入 　     778,705 　      31,026 　     809,731

20 特別区債 　   1,326,000      △111,000 　   1,215,000

1 特別区債 　   1,326,000      △111,000 　   1,215,000

歳 入 合 計 　 130,902,953 　   2,659,032 　 133,561,985

千円 千円 千円



歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 議会費 　     665,959        △7,853 　     658,106

1 議会費 　     665,959        △7,853 　     658,106

2 総務費 　   9,806,241      △460,883 　   9,345,358

1 総務管理費 　   5,748,005 　      20,176 　   5,768,181

2 企画経営費 　   3,751,300      △476,933 　   3,274,367

3 選挙費 　     208,313        △4,229 　     204,084

4 監査委員費 　      98,623 　         103 　      98,726

3 区民生活費 　  14,144,543      △300,289 　  13,844,254

1 地域振興費 　   4,979,881       △18,837 　   4,961,044

2 税務費 　   1,077,037       △29,186 　   1,047,851

3 戸籍及び住民記録費 　     771,256       △15,765 　     755,491

4 統計調査費 　      41,525        △5,305 　      36,220

5 国民健康保険費 　   2,284,375      △234,551 　   2,049,824

6 後期高齢者医療費 　   2,736,033       △23,107 　   2,712,926

7 国民年金費 　      77,160       △15,262 　      61,898

8 区民施設費 　     784,453 　      42,292 　     826,745

9 文化・スポーツ費 　   1,392,823          △568 　   1,392,255

4 健康福祉費 　  67,581,252    △2,272,310 　  65,308,942

1 健康福祉費 　     714,142       △10,252 　     703,890

千円 千円 千円



款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 健康衛生費 　  11,691,901 　     184,758 　  11,876,659

3 高齢福祉費 　   6,703,716      △171,630 　   6,532,086

4 障害福祉費 　   7,348,296       △41,537 　   7,306,759

5 児童福祉費 　  34,101,735    △2,159,911 　  31,941,824

6 生活福祉費 　   7,021,462       △73,738 　   6,947,724

5 産業経済費 　   1,781,740      △459,521 　   1,322,219

1 商工消費行政費 　   1,781,740      △459,521 　   1,322,219

6 都市整備費 　   9,741,501      △989,892 　   8,751,609

1 都市計画費 　   4,168,678      △727,197 　   3,441,481

2 土木管理費 　     531,906        △9,752 　     522,154

3 道路橋りょう費 　   1,615,988       △62,826 　   1,553,162

4 河川費 　     690,185       △74,287 　     615,898

5 緑化公園費 　   1,567,353 　       6,557 　   1,573,910

6 建築費 　     420,191       △75,009 　     345,182

7 住宅費 　     747,200       △47,378 　     699,822

7 環境清掃費 　   5,281,251       △76,446 　   5,204,805

1 環境対策費 　     312,874        △8,344 　     304,530

2 清掃費 　   4,968,377       △68,102 　   4,900,275

8 教育費 　  12,936,067 　   7,175,440 　  20,111,507

千円 千円 千円



款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 教育総務費 　   4,867,527 　   7,142,733 　  12,010,260

2 小学校費 　   4,436,347 　      24,445 　   4,460,792

3 中学校費 　   1,545,627 　      21,639 　   1,567,266

4 幼稚園費 　     375,824       △26,558 　     349,266

5 生涯学習費 　   1,710,742 　      13,181 　   1,723,923

9 公債費 　   3,892,527       △13,427 　   3,879,100

1 公債費 　   3,892,527       △13,427 　   3,879,100

10 諸支出金 　   4,371,872 　      64,213 　   4,436,085

1 財政積立金 　   4,371,872 　      64,213 　   4,436,085

歳 出 合 計 　 130,902,953 　   2,659,032 　 133,561,985

千円 千円 千円



1  4 健康福祉費  2 健康衛生費 271,222（仮称）出産・子育て応援給付

2  6 都市整備費  3 道路橋りょう費 21,635電線類地中化

3  7 環境清掃費  1 環境対策費 7,260自由が丘駅前公衆喫煙所撤去工事

計 300,117

第  2 表 繰 越 明 許 費

番号 款 項 事 　業　 名 金　　額

千円



１　変　　更

58,000

1
特別養護老人ホーム中目黒大
規模改修

834,000 833,000

142,000

起債の方法
　　証券の発行又は普通貸借の方法により起債
　　する。
　　証券発行の場合における発行価格は、額面
　　１００円につき９８円以上とする。
　　なお、証券発行の場合において発行価格が
　　額面を下回るときは、その発行価格をうめ
　　るために必要な金額を左欄の限度額に加算
　　した金額を限度額とすることもある。

利率
　　年８．０％以内
　　ただし、利率見直し方式で借り入れる政府
　　資金について、利率の見直しを行った後に
　　おいては、当該見直し後の利率

償還の方法
　　起債のときより据置期間を含め３０年以内
　　に償還する。
　　ただし、融資条件又は財政の都合により償
　　還年限を短縮し繰上償還することもある。

その他
　　金融事情その他の都合により、起債額の全
　　部又は一部を翌年度以降に繰延起債するこ
　　ともある。

105,000

 第 4 表　特別区債補正

番
号

起　債　の　目　的

起　債　限　度　額

起　債　の　方　法　等補正前 補正後

千円 千円

2
碑文谷二丁目児童福祉施設
（仮称）整備

131,000

3
東が丘一丁目児童福祉施設
（仮称）整備


